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【人事委員会規則】

番 号 表 題 担当課名

※ 職員の勤務時間，休日及び休暇に関する規

則の一部を改正する規則



【人事委員会告示】

番 号 表 題 担当課名

６ 徳島県職員等（大学卒業程度（司書），短

期大学卒業程度，高等学校卒業程度）採用

候補者名簿の確定

７ 採用候補者名簿の失効



徳
島
県
告
示
第
七
百
八
号

令
和
二
年
に
限
り
、
昭
和
四
十
年
徳
島
県
告
示
第
四
百
二
十
五
号
（
徳
島
県
議
会
の
定
例
会
を
定
め
る

件
）
本
則
中
「
十
二
月
定
例
会
」
と
あ
る
の
は
、
「
十
一
月
定
例
会
」
と
し
、
令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

か
ら
施
行
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門



徳
島
県
告
示
第
七
百
九
号

令
和
二
年
十
一
月
徳
島
県
議
会
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

期
日

令
和
二
年
十
一
月
三
十
日

二

場
所

徳
島
市

徳
島
県
庁



徳
島
県
告
示
第
七
百
十
号

徳
島
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則
（
平
成
八
年
徳
島
県
規
則
第
二

十
二
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
特
定
調
達
契
約
に
つ
い
て
随
意
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
の
で
、
地
方

公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十

二
号
）
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

契
約
に
係
る
特
定
役
務
の
名
称
及
び
数
量

防
災
拠
点
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
災
害
対
策
強
化
事
業
（
庁
内
ク
ラ
ウ
ド
運
用
管
理
）
に
係
る
業
務

二

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び
所
在
地

徳
島
県
経
営
戦
略
部
ス
マ
ー
ト
県
庁
推
進
課

徳
島
市
万
代
町
一
丁
目
一
番
地

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

令
和
二
年
九
月
一
日

四

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
及
び
住
所

テ
ッ
ク
情
報
株
式
会
社

板
野
郡
板
野
町
犬
伏
字
東
谷
六
番
地
三
三

五

契
約
金
額

一
億
八
千
二
百
六
十
万
九
千
四
百
二
円

六

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

七

随
意
契
約
に
よ
る
理
由

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政
令
第
十
一
条
第
一
項
第

一
号



徳
島
県
告
示
第
七
百
十
一
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
医
療
機
関
と
し

て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

指
定
年
月
日

岩
佐
歯
科

鳴
門
市
撫
養
町
小
桑
島
字
西
浜

岩
佐

淑
江

令
和
二
年
五
月

一
九

二
十
二
日

齋
藤
醫
院

徳
島
市
八
百
屋
町
二
丁
目
一
六

医
療
法
人
祥
耀
会

同

十
月

一
日

た
け
だ
耳
鼻
咽
喉
科

同

新
蔵
町
一
丁
目
三
二

医
療
法
人
直
志
会

同

ビ
ザ
ン
薬
品
調
剤
薬
局

日

同

東
吉
野
町
三
丁
目
一
〇

株
式
会
社
び
ざ
ん

同

赤
二
号
店

―
一



徳
島
県
告
示
第
七
百
十
二
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
医
療
機

関
の
廃
止
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

廃
止
年
月
日

岩
佐
歯
科

鳴
門
市
撫
養
町
小
桑
島
字
西
浜
一

岩
佐

敏
史

令
和
二
年
五
月

九

二
十
一
日

齋
藤
醫
院

徳
島
市
八
百
屋
町
二
丁
目
一
六

齋
藤

博
彦

同

九
月

三
十
日

た
け
だ
耳
鼻
咽
喉
科

同

新
蔵
町
一
丁
目
三
二

武
田

直
也

同

浦
上
内
科
・
胃
腸
ク
リ
ニ
ッ

同

北
沖
洲
二
丁
目
二
―
二

医
療
法
人
浦
上
内
科

同

ク

・
胃
腸
ク
リ
ニ
ッ
ク

喜
多
デ
ン
タ
ル
ク
リ
ニ
ッ
ク

同

沖
浜
三
丁
目
六
四

喜
多

大
作

平
成
二
十
九
年

十
一
月
三
十
日

多
田
歯
科
医
院

吉
野
川
市
鴨
島
町
上
下
島
一
二
八

医
療
法
人
多
田
歯
科

平
成
二
十
七
年

―
二
〇

医
院

八
月
十
七
日

ひ
か
り
薬
局
藍
住
店

板
野
郡
藍
住
町
東
中
富
字
龍
池
傍

有
限
会
社
四
国
メ
デ

平
成
二
十
九
年

示
五
五
―
四

ィ
カ
ル
サ
ポ
ー
ト

一
月
一
日



徳
島
県
告
示
第
七
百
十
三
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
指
定
医
療
機
関
の
辞
退
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

名

称

所

在

地

開

設

者

辞
退
年
月
日

か
わ
の
内
科
ア
レ
ル
ギ
ー
科

鳴
門
市
撫
養
町
立
岩
字
六
枚
六
七

医
療
法
人
か
わ
の
内

令
和
二
年
十
月

―
八

科
ア
レ
ル
ギ
ー
科

三
十
一
日



徳
島
県
告
示
第
七
百
十
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
施
術
機
関
が
開
設
し
て
い
る
施
術
所
の
所
在
地
の
変
更
に
つ
い
て

、
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

施
術
所
の
所
在
地

施
術
者
の
氏
名

施
術
所
の
名
称

変
更
年
月
日

旧

新

青
山

平
助

あ
お
や
ま
整
骨
院

板
野
郡
松
茂
町
広
島

板
野
郡
松
茂
町
広
島

令
和
二
年
十
月

字
中
ハ
リ
二
―
一
〇

字
中
ハ
リ
一

五
日

七



徳
島
県
告
示
第
七
百
十
五
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
改
良
区
の
清
算
人
の
就
任
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で

、
同
法
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
八
条
第
十
八
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

公
告
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

一

土
地
改
良
区
の
名
称

星
河
内
土
地
改
良
区

二

就
任
清
算
人

氏

名

住

所

坂

本

正

美

徳
島
市
上
八
万
町
星
河
内
七
一
三

佐
々
木

成

治

同

八
五
三

北

原

一

同

六
三
七

坂

口

義

輝

同

八
二
六

曽

良

秀

明

同

八
○
三

武

市

慧

治

同

八
四
○

河

上

勝

夫

同

六
三
六



徳
島
県
告
示
第
七
百
十
六
号

農
林
水
産
省
中
国
四
国
農
政
局
四
国
東
部
農
地
防
災
事
務
所
長
か
ら
、
次
の
よ
う
に
公
共
測
量
を
実
施

す
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

徳
島
県
知
事

飯

泉

嘉

門

測

量

の

種

類

測

量

を

す

る

地

域

測

量

を

す

る

期

間

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

阿
波
市
吉
野
町
柿
原

令
和
二
年
十
一
月
九
日
か
ら

令
和
三
年
二
月
二
十
六
日
ま
で



職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
規
則
七
―
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る

。
附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

令
和
二
年
度
に
お
け
る
特
別
休
暇
に
つ
い
て
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
条
例
第
十
三

条
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
合
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ

等
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
三
十
一
号
）
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
。
）
の
影
響
に
よ
り
疲
弊
し
た
地
域
経
済
の
活
性
化
及
び
年
末
年

始
に
お
け
る
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、
職
員
が
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
し
、
そ
の
期
間
は
、
令
和
二
年
十
二
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
三
年
一
月

十
一
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
そ
の
都
度
必
要
と
認
め
る
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
三
日
を
超
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
表
の
備
考
の
２
の
規
定
を
準
用
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
六
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
四
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
採
用
候
補
者
名
簿
を
確
定
し
た
の
で
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

採
用
候
補
者
名
簿
に
記
載
さ
れ
て
い
る

採
用
候
補
者
名
簿
の
名
称

確

定

年

月

日

採
用
試
験
の
名
称
及
び
施
行
年
月
日

採
用
候
補
者
数

徳
島
県
職
員
採
用
試
験
（
大
学
卒
業
程
度(

司
書)

）

徳
島
県
職
員
（
大
学
卒
業
程
度
）

○
第
一
次
試
験

司

書

四
名

採
用
候
補
者
名
簿

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

令
和
二
年
九
月
二
十
七
日

○
第
二
次
試
験

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日
及
び
二
十
八
日

徳
島
県
職
員
採
用
試
験
（
短
期
大
学
卒
業
程
度
）

徳
島
県
職
員
（
短
期
大
学
卒
業
程
度
）

○
第
一
次
試
験

採
用
候
補
者
名
簿

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

令
和
二
年
九
月
二
十
七
日

総
合
土
木
以
下
三
試
験
区
分

七
名

○
第
二
次
試
験

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日
及
び
三
十
日

徳
島
県
職
員
採
用
試
験
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）

徳
島
県
職
員
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）

○
第
一
次
試
験

採
用
候
補
者
名
簿

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

令
和
二
年
九
月
二
十
七
日

一
般
事
務
以
下
五
試
験
区
分

十
六
名

○
第
二
次
試
験

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日
、
二
十
八
日

及
び
三
十
日

徳
島
県
市
町
村
立
小
・
中
学
校
職
員
採
用
試
験

徳
島
県
市
町
村
立
小
・
中
学
校
職
員

（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）

（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）

令
和
二
年
十
一
月
十
二
日

○
第
一
次
試
験

学

校

事

務

五
名

採
用
候
補
者
名
簿

令
和
二
年
九
月
二
十
七
日

○
第
二
次
試
験

令
和
二
年
十
月
二
十
三
日
及
び
二
十
八
日



徳
島
県
人
事
委
員
会
告
示
第
七
号

職
員
の
任
用
に
関
す
る
規
則
（
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
第
四
十
六
条
第
一
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
採
用
候
補
者
名
簿
は
、
令

和
二
年
十
一
月
十
二
日
を
も
っ
て
失
効
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
十
一
月
二
十
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

祖

川

康

子

採

用

候

補

者

名

簿

の

名

称

確

定

年

月

日

徳
島
県
職
員
（
短
期
大
学
卒
業
程
度
）
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

徳
島
県
職
員
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日

徳
島
県
市
町
村
立
小
・
中
学
校
職
員
（
高
等
学
校
卒
業
程
度
）
採
用
候
補
者
名
簿

令
和
元
年
十
一
月
二
十
二
日


